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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
緊
急
輸
送
道
路
の
耐
震
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
緊
急
輸
送
道
路
の
耐
震
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

緊
急
輸
送
道
路
に
指
定
さ
れ
た
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
基
づ
く
道
路

（
以
下
単
に
「
道
路
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
既
設
の
道
路
橋
も
含
め
て
耐
震
基
準
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
基
準

が
満
た
さ
れ
る
よ
う
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
計
画
的
に
耐
震
補
強
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
復
旧
」
及
び
「
備
蓄
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
防
災
基
本
計

画
」
（
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
道
路
が
通
行
止
め
と
な
っ
た
場
合
に
道
路
管

理
者
が
道
路
の
啓
開
等
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
道
路
管
理
者
相
互
が
連
携
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
の
啓
開
等
の
計
画
を
立

案
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
物
資
の
供
給
が
相
当
困
難
な
場
合
を
想
定
し
た
食
料
、
飲
料

水
、
燃
料
等
の
適
切
な
備
蓄
、
調
達
及
び
輸
送
の
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
毎
年
、
こ
れ
ら
の
備
蓄
状
況
を
調

査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


